
浸水深30ｃｍ以上となる区域 様式２（坂町）市区町 備考大字なし 水尻地区・亀石地区の各区域に限る植田 一丁目北新地 一丁目北新地 二丁目北新地 三丁目北新地 四丁目小屋浦 一丁目小屋浦 二丁目 18番～24番を除く区域に限る小屋浦 三丁目坂東 一丁目坂東 ニ丁目坂西 一丁目鯛尾 一丁目鯛尾 二丁目 4～11番の各区域に限る平成ケ浜 一丁目平成ケ浜 二丁目平成ケ浜 三丁目平成ケ浜 四丁目横浜中央 一丁目横浜中央 二丁目横浜中央 三丁目横浜西 一丁目横浜西 二丁目横浜東 一丁目横浜東 二丁目 4番，5番，7番，10番～18番を除く区域に限る

大字等
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